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日ओौから、ஂ૧৳૫事のਤに౪ੈৡいただऌ、ௐくउணしऑます。 

০月のテय़७ॖカだよりは、「認定有効期間の半数を超える短期入所のਹ用」についてです。 
軽২者षのਗஔ付とに、ऒठらについても毎ফ届出れがেしてउります。 

いま一২、ઈ੦ಉのओ確認をउൢいಱします。 
  

    １１１１    制度制度制度制度のののの概要概要概要概要・・・・趣旨趣旨趣旨趣旨            

ಢোਚ१شঅ५のਹ৷॑要ஂ૧ੳのથのਯ॑தइथ計にਜ਼઼હऐるৃ合म、 
木市に対し、届出が必要です。 
●短期入所サービスは、ਹ用者のੱମのਃચのధびにਹ用者のੇఔのମ৬的及びಖઋ的૿の

軽減を図るためのサービスです。 
●ਹ用者のঽয়した日ଞেણののためにਹ用されるものでँり、শ期ਹ用を୳定したものでは

ないため、ਹ用する日数が要ஂ૧認定の有効期間のउउिब半数を超えないようにしなऐれयな
りません。 

●しかし、ਹ用者のੱମの૾யಉをྠ੧して、୧েણののために特に必要と認められる場合
は、認定有効期間の半数を回る日数の短期入所サービスをਹ用するऒとが૭ચです。 

  ْ定୧ஂ૧੍ରಉの事のয৩及びઈにঢ়する੦ 第13条 二十一】 
 

    ２２２２    対象対象対象対象となるケースとなるケースとなるケースとなるケース            

●短期入所サービスのྸਹ用日数が、要ஂ૧認定有効期間の半数を回る場合 
 ）認定有効期間が12か月（365日）：365日×1/2＝182.5 → 183日目にਹ用する月ਰఋ 
 ※੍ஔ২日数（৴続ਹ用31日目ਰఋ）及び੍ஔ২੦પを超えてਹ用者が৸પঽഞ૿した 

短期入所サービスの日数についてはカウントしません。 
 
    ３３３３    届出時期届出時期届出時期届出時期            

●認定の有効期間内に短期入所サービスのྸਹ用日数が、半数を超えるৄाとなったとऌ 
※半数を超える前月までに提出してください。事後の届出は原則認められません。 
●継続の場合は、認定有効期間末月まで毎月 

 
）認定有効期間がഥਮ੪ফ10月ڭ日عഥਮڮফ９月30日までの場合（366日※ዧফのため） 

ਹ用月 ڲع月 ７月 ８月 ９月 

ਹ用日数 180 日 ５日 ５日 ５日 

ྸਹ用日数 180 日 185 日 190 日 195 日 

  →７月に183日目を迎えるため、６月までに７月ਹ用予定分の新規届出をষい、ਰఋ９月ਹ用 
予定分まで毎月継続して届出をষう。 

   認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について 
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    ４４４４    届出書類届出書類届出書類届出書類            

①短期入所サービスਹ用の৶書（認定有効期間のब半数を超える場合） 
②短期入所サービスਹ用実績（予定）書 
③添付書類  
新規「サービスਹ用」「ਹ用શ」:認定有効期間৫月ع半数をੂめて௭える月分（予定） 
継続「サービスਹ用」「ਹ用શ」:前回提出した予定月の実績確定分と次月分 
  「੍ର৽ૌ੶ஈ」：前回৶書の提出日からਠまで 

※継続の場合も毎月①②が必要 
 

【茨木市ホームページ】  

各課のご案内 ＞ 健康福祉部 ＞ 長寿介護課 ＞ 介護保険事業者の方へ  

＞ 介護支援専門員向けページ ＞認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について 

    

    ５５５５    よくあるごよくあるごよくあるごよくあるご質問質問質問質問            

問１ ಢোਚেણஂ૧धಢোਚുஂ૧म合計するのか。 
（答）短期入所サービスとは、短期入所েણஂ૧及び短期入所ുஂ૧をします。 

よってサービスのਹ用がँる場合は、合計してカウントします。 
 
問２ 届出॑ଷしथःञ。नのेअに対ૢすसऌか。 
（答）ಁしたమでশํஂ૧ୖにओ৴൪の、சृかに提出してください。 
 
問３ 届出ोのॳख़ॵॡ৬मनのेअにऩढथःるのか。 
（答）茨木市では、「トリトンモニター」という適正化システムを用いて、定期的に点検していま

す。対象者の届出がない場合、শํஂ૧ୖからओ৴൪させていただऌます。 
 
 
 

 

 

 

ちなみに、短期入所施設への福祉用具貸与品の持ち込みは原則認めら

れません。 

詳しくは「テキセイカだより vol.1」をご確認ください。 

今後とも、短期入所サービスの適正な利用にご協力よろしくお願い致

します。 

 

 

 

 

介護給付適正化担当 

テキセイカ 


